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霧島市すこやか支えあいプラン 2024(第 10期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画)（案） 

 

○お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方について 

番
号 

該当箇所 ご意見 意見に対する市の考え方 

１  パブリックコメント募集について 

 介護保険制度は市民が保険料を

負担し、利用する制度です。市民の

認知をすすめ、行政・事業者・利用

者市民が連携してはじめて機能す

るものです。 

計画段階から幅広く、可能な限り多

くの市民の関心を高め、参加参画を

得ながら進めるものと思います。 

・より多くのパブリックコメントを

得ることを作成の目標としてく

ださい。 

・より多くのコメントをえることの

できる募集期間の設定を行って

下さい。 

・計画案を市民や事業者に説明し直

接意見を得ることができるタウ

ンミーティングなどを企画して

ください。大切なことは、「計画の

見える化」です。 

・今後これらを可能とするスケジュ

ールを策定してください。 

 貴重なご意見ありがとうございます。今

後の参考とするため、ご意見として承りま

す。 

２ 全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画案の全体、総論について 

(1)現状や予測等、付属の資料はわ

かりやすく、よくわかります。し

かし、計画が何をやろうとしてい

るかが分かりにくいです。「重点

事業」「新たに始める事業」「やめ

る事業」など分かりやすく強調し

てください。 

 

 

 

 

 

(1)Ｐ60、61に、本計画が目指す基本理

念、目標及び４つの基本施策とそれに対す

る取組（実施事業）を一覧にまとめた施策

体系図を掲載しています。また、各論部分

では、ワーキング会議等でいただいたご意

見を基に、第９期中に取り組むべき課題や

市民一人一人あるいは地域等で意識できる

ポイントを、施策の方向性ごとに取りまと

めて掲載しています。 
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Ｐ142、143 (2)市民の関心が最も高い「介護保

険料」が「現在調整中」だけでは、

全く不十分です。パブリックコメン

トの意味をなさないと思います。た

め込まれた基金との関係や今後の

見通しなど、具体的な金額は無理と

しても、基本的な考え方は示すべき

だと思います。大いに不満です。 

(2)パブリック・コメント募集時点におい

て、保険料の算定は調整中でしたのでご了

承ください。 

 

３  

第２部 

第２章 

高 齢 者 の

生 活 支 援

サ ー ビ ス

の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 

第４章 

社 会 保 障

制 度 の 円

滑な運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業への要望（順不同） 

(1)地域包括支援センターを質・量

ともに強化してください。 

ひとりひとりの市民の状態をつか

み、不安や悩みに寄り添い、各事業

につなげることが地域包括支援セ

ンターの基本的な役割だと思いま

す。「待ちの施策」ではなく社協など

関係団体と連携し「アウトサーチ」、

訪問して要望を聞き、相談にのる業

務を可能とする人員の配置を行っ

て下さい。 

様々な事業で行っているネットワ

ークの中心になってください。 

介護予防ケアマネジメント業務を

一元化できる体制を望みます。 

深刻であろう「80・50」「90・60」問

題への対応を行って下さい。 

 

(2)現在の介護保険制度の最も大き

な問題である介護事業従事者の確

保や処遇改善、地域ごとの提供事

業者の偏在について市としての認

識や独自施策を示してください。 

事業者・従事者の意見や要望を聞

く機会を作り、市のできることを

事業として行ってください。 

「地域包括ケア」の根幹を担う、

経営難が懸念される訪問介護事業

所へ特別な支援を行ってくださ

い。 

 

 

(1)第９期計画における国の基本指針では、

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け

た取組、地域共生社会の実現に向けて『地

域包括支援センターの業務負担軽減と質の

確保、体制整備を図るとともに、重層的支

援体制整備事業において属性や世代を問わ

ない包括的な相談支援等を担うことを期

待』とされており、地域包括支援センター

の在り方は大変重要視されています。 

ご意見にあるような 8050問題を含め、複

合的な課題を抱える高齢者やその家族の総

合相談支援については、これまでも取組を

進めてきているところであり、今後も引き

続き関係機関と連携を図りながら、体制強

化の議論も含め第９期中に検討を進めてま

いります。 

 

 

(2)急激な少子高齢化の進展に伴い、介護保

険サービス事業所及び介護人材の不足が大

きな問題になっています。加えて、本市は

市街地と中山間地域で高齢化率や介護関連

社会資源が異なり、各圏域の特性に応じた

対策が強く求められています。 

市としましては、介護人材確保のために、

潜在的な有資格者の発掘や学生などの将来

の介護人材の育成にも取り組んでいきま

す。 

 なお、本計画を策定するにあたっては、

国が推奨する各種調査を実施するととも

に、「地域のニーズに即した高齢者施策や
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第２部 

第１章 

介 護 予 防

の 推 進 と

高 齢 者 の

生 き が い

づ く り の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)介護予防の事業や地域資源開発

を積極的に行って下さい。 

事業の種類は多く、きめ細かさを感

じます。 

しかし、その目標が、それぞれ「０」

がひとつ足りないのではと思いま

す。 

介護予防の体操など他市では高齢

者の 10％、20％の参加者を得ている

ところもあります。認知症対策施策

と合わせて抜本的に強化すべきだ

と思います。 

「外出」への支援要望が多いのです

から、本計画内で要望に応える新た

な事業を検討すべきだと思います。 

 

介護サービスの展開を図ること」を目的

に、介護サービス事業所等・介護支援専門

員を対象とする市独自の調査を実施しまし

た。また、居宅介護支援事業所や医療機

関、霧島市地域包括支援センターなど多職

種の福祉関係者によるグループワーク等も

開催し、それぞれの役割に応じた取組等を

計画に記載しております。 

※個別サービスへの支援については、ご意

見として承ります。 

 

(3)介護予防を推進するための「地域のひろ

ば」の更なる活用、外出、買い物、ごみ出

し等の生活支援に対する充実について、第

９期中に検討を進めてまいります。  

また、認知症施策の推進についても、介

護予防、生活支援体制整備事業等と各事業

の連動を意識しながら、高齢者が住み慣れ

た地域で、自分らしく、安心して暮らせる

環境の充実を推進してまいります。 

 


